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＊学習者が比較的容易に手にとることができる文献を中心に掲げる（一部，やむを得ず論

文集等を掲げる場合がある）。 
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ステップアップ 

 本事例の V の証言を伝聞例外として処理する場合には，324 条 2 項および 321 条 1 項 3

号の要件を充足するか否かが問題となる。その場合，V の記憶の一部が欠落しているとこ

ろ，供述不能にあたるか否かは，より立ち入った事実の検討が必要になるだろう。また，321

条 1 項 3 号のその他の要件を充足するか否かも，本事例の事実では示されていない事実に

ついて，立ち入った検討が必要になるはずである。 

本事例において，V が W に対して，A の帰宅予定時刻ではなく，V 自身の帰宅予定時刻

を述べていた場合はどうなるか。この問題は，原供述者の精神状態の供述を，原供述者の意

図する将来の行為を実行したことを推認するために用いることが許されるか否かという問

題である。アメリカ合衆国において判例を起点に議論がなされている（Mutual Life Ins. Co. 

v. Hillmon, 145 U.S. 285 (1892)）。上に挙げた津村論文がこの問題に触れている。 


